
土地賃貸借契約書

賃貸人蘭越町を甲とし、賃借入 蘭越町木彫品製作組合を乙と Lて甲

乙問において次のとおり土地賃貸借契約を締結する.

第 1条 甲は、その所有する後記土地(以下「本件土地 J という o )を

、次条以下の約定により乙に貸渡し，乙は ζ れを借受ける.

第 2条乙は、本件土地を木彫品展示販売所 として使用する

ものとし 、その他の目的のために使用しではならない.

2 乙は、名義、形式のいかんを問わず、本件土地を第三者に使用させ

、あるいは本契約に基づく権利を第三者に譲渡してはならない。

第 3条 契約期間は、平成元 年 6月 27日から平成 6年 3月 3 1 

日までとする.

2 前項に定める契約期間が満了する 3ヶ月前までに甲又は乙から特段

の意思表示がないときは、更に l年継続するものとする.

3 前項の定めは、同項により継続された借受期間を更に継続する場合

Kついて準用する o 1l)牧列。Y61千
第 4条 乙は、本件土地の賃借料として 1年につき蛍 S: $>-?o之.円

とする.

ただし、賃貸借期間内における l年K満たない賃借料の算定は、日

割計算により行う.

第 5条 賃借料の支払いは、年払いとし甲の発行する納入通知書bとより

指定の場所K納入しなければならない.

第 6条 本件土地の価格が著しく変動したときは、甲乙協議して賃借料

を適正な価格に改定する ζ とができる.

第 7条 甲は、次の各号の 1~L 該当するときは、本契約を解除する ζ と

ができる.

( 1 ) 乙が本契約に定める義務を履行しないとき.

( 2 ) 乙が本件土地を必要としなくなったとき.

( 3 ) 甲が本件土地を公共用等K使用する必要が生じたときあらか

じめ 1ヶ月前に乙K通告し本契約を解除する乙とができる.
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